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1 指定について 

・ 同時最大定員１８人以下→「地域密着型通所介護事業所」 

同時最大定員１９人以上→「通所介護事業所」 

・ 平成２８年３月３１日の時点で通所介護の指定を受けていた利用定員が１８人以下の

事業所は、平成２８年４月１日に地域密着型通所介護のみなし指定を受けている。 

・ 地域密着型通所介護事業所が同時最大定員を１９人以上に変更する場合、地域密着型

通所介護事業所の廃止届の提出と、通所介護事業所の新規の指定申請が必要となる。い

ずれも廃止日（指定日）の１か月以上前に提出しなければならない（通所介護事業所が

同時最大定員を１８人以下に変更する場合も同様。）。 

 

 

２ 基準等について 

通所介護と異なる点として、「地域との連携」について次のように定められている。 

※赤字は、令和３年度の報酬改定で追記されたものです。 

※「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平１８厚労令３４）」より抜粋。 

・ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用

者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定地域密着型通所介護事業所が所在する市町村

の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第１１５条

の４６第１項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知

見を有する者等により構成される協議会（テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話等の活用につい

て当該利用者等の同意を得なければならない。）（以下この項において「運営推進会議」と

いう。）を設置し、おおむね６月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運

営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機

会を設けなければならない。 

・ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を

作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

・ 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自

発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

・ 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定地域密着型

通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う

事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

・ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在する建物と同

一の建物に居住する利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供する場合には、当該

建物に居住する利用者以外の者に対しても指定地域密着型通所介護の提供を行うよう努

めなければならない。 
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運営推進会議 

・ 事業所の活動状況を報告し、構成員から評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を

聴くため、おおむね６か月に１回以上、運営推進会議を開催しなければならない。 

※令和３年度においても、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、構成員に対し

て、会議内容を書面で通知することにより、会議を開催したものとみなすこととする。 

なお、新型コロナウイルス感染症の終息の見通しなどに伴い、本取扱いを変更する場合は、

改めて通知する。 

【参加者】 

・ ①利用者、②利用者の家族、③地域住民の代表者（町内会役員、民生委員、老人クラブ

の代表等）、④市町村の職員又は地域包括支援センターの職員、⑤地域密着型通所介護に

ついて知見を有する者等により構成される。事業所が参加を依頼し、開催日を連絡する

必要がある。 

・ 原則として上記①～⑤の全ての者を構成員とする必要がある（構成員の都合による欠

席はやむを得ない。）。 

・ 令和３年度の介護保険課又は地域包括支援センターの出席者は４月中に各事業所へ通

知する。 

 

【開催日時】 

・ 開催月は市で割り振りをおこない、４月中に各事業所へ通知する。基本的に令和２年度

と同じ月とする予定である。 

・ 時間帯は原則、平日の日中。サービス提供中に食堂及び機能訓練室の一部を使用して開

催することは差し支えない。 

 

【会議の内容】 

・ 議題としては、事業所概要の紹介、行事やレクリエーション等の活動報告、職員研修や

マニュアルの整備等の取組の報告、避難訓練の実施報告等が考えられる。これらに対す

る評価、要望、助言等を受けることになる。 

・ 会議の時間は３０分～１時間程度を目安とする。 

 

【会議の記録の公表】 

・ 運営推進会議の内容の記録（議事録）を作成するとともに、当該記録を公表しなければ

ならない。 

・ 公表の方法は、事業所のホームページに掲載する、利用者や家族が自由に見ることがで

きるようファイルに綴じて事業所内に置く、といった方法が考えられる。 

・ 記録に利用者の個人情報が含まれる場合、個人を特定できないようにして公表する必要

がある。 
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３ 基本報酬について 

令和３年４月の介護報酬改定において、基本報酬については、下表のとおり見直されて

います。 

〇指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（18.3.14 厚生労働省告示第 126 号）

＜別表 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表 ２の２＞ 

 

改正前 改正後

イ　地域密着型通所介護費

（一）要介護１ 409単位 415単位

（二）要介護２ 469単位 476単位

（三）要介護３ 530単位 538単位

（四）要介護４ 589単位 598単位

（五）要介護５ 651単位 661単位

（一）要介護１ 428単位 435単位

（二）要介護２ 491単位 499単位

（三）要介護３ 555単位 564単位

（四）要介護４ 617単位 627単位

（五）要介護５ 682単位 693単位

（一）要介護１ 645単位 655単位

（二）要介護２ 761単位 773単位

（三）要介護３ 879単位 893単位

（四）要介護４ 995単位 1,010単位

（五）要介護５ 1,113単位 1,130単位

（一）要介護１ 666単位 676単位

（二）要介護２ 786単位 798単位

（三）要介護３ 908単位 922単位

（四）要介護４ 1,029単位 1,045単位

（五）要介護５ 1,150単位 1,168単位

（一）要介護１ 739単位 750単位

（二）要介護２ 873単位 887単位

（三）要介護３ 1,012単位 1,028単位

（四）要介護４ 1,150単位 1,168単位

（五）要介護５ 1,288単位 1,308単位

（一）要介護１ 768単位 780単位

（二）要介護２ 908単位 922単位

（三）要介護３ 1,052単位 1,068単位

（四）要介護４ 1,197単位 1,216単位

（五）要介護５ 1,339単位 1,360単位

改正前 改正後

ロ　療養通所介護費 １日につき １月につき

（１）所要時間３時間以上
　　　６時間未満の場合

1,012単位

（２）所要時間６時間以上
　　　８時間未満の場合

1,519単位

（５）所要時間７時間以上８時間未満の場合

（６）所要時間８時間以上９時間未満の場合

（１）所要時間３時間以上４時間未満の場合

（２）所要時間４時間以上５時間未満の場合

（３）所要時間５時間以上６時間未満の場合

（４）所要時間６時間以上７時間未満の場合

12,691単位
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４ 他市町村の被保険者の受け入れについて 

・ 地域密着型サービスは、原則、他市町村の被保険者（住所地特例適用被保険者を除く。

以下同じ。）は利用できない。 

ただし、平成２８年３月３１日時点で既に契約をしていた他市町村の被保険者（同時点

で要介護者だった者に限る。）については、それぞれの市町村から指定があったとみなさ

れるため、引き続きサービスの利用が可能である【経過措置】。 

当該指定は、利用者単位であるため、入院等により当該利用者が契約を解除した場合は、

当該利用者に係るみなし指定は廃止となり、原則、当該利用者の以降の利用はできない。 

 

※住所地特例適用被保険者については、施設所在市町村の特定地域密着型サービスを利用

できる（介護保険法第４２条の２）ことから、高松市に所在する施設に入所している住所地特

例適用被保険者は、他市町村の被保険者であっても高松市内の地域密着型通所介護事業

所を利用できる。 

※他市町村の被保険者を受け入れる場合、保険者である市町村から指定を受ける必要があ

るが、高松市は原則、この指定に同意していない。 

 

５ 「みなし指定」の指定更新について 

・ 平成２８年４月１日に地域密着型通所介護に移行した事業所の有効期間の満了日は、移

行前の通所介護の指定有効期間の満了日である。 

・ 上記「４ 他市町村の被保険者の受け入れについて」の【経過措置】による利用者が、

指定更新の時点で引き続き利用している場合、高松市への更新申請に加え、当該利用者の

保険者市町村への更新申請が必要となる。 

 

【定款及び登記の変更】 

・ 地域密着型通所介護をおこなう法人の定款及び法人登記簿の（事業）目的欄には以下の

ような記載が求められる。 

  ※営利法人、一般社団法人等の所管・監督官庁のない法人の場合 

    記載例①：介護保険法に基づく地域密着型通所介護事業 

    記載例②：介護保険法に基づく地域密着型サービス事業 

  ※医療法人や社会福祉法人等の所管・監督官庁のある法人の場合 

     定款への記載の文言や定款変更認可の手続きについて、各法人所管・監督官庁へ

の確認が必要となる。 

 

・ 平成２８年４月１日に地域密着型通所介護に移行した事業所は、次回の指定更新まで

に、上記の定款及び登記の変更が必要となる。 
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６ 令和３年度報酬改定について 

（１）全サービス共通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全サービス共通の改定事項の詳細については、「報酬改定の概要」を御確認ください。 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/23055/r03_houshu-kaiteigaiyou.pdf 

 

（２）地域通所・療養通所共通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価 

①災害への地域と連携した対応の強化 

②認知症に係る取組の情報公表の推進 

③認知症介護基礎研修の受講の義務づけ 

④訪問介護における通院等乗降介助の見直し 

⑤特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保 

⑥リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進 

⑦通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実 

⑧処遇改善加算の職場環境等要件の見直し 

⑨介護職員等特定処遇改善加算の見直し 

⑩サービス提供体制強化加算の見直し 

⑪介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）の廃止 

改定事項 

■感染症対策の強化 

■業務継続に向けた取組の強化 

■CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進 

■人員配置基準における両立支援への配慮 

■ハラスメント対策の強化 

■会議や多職種連携におけるICTの活用 

■利用者への説明・同意等に係る見直し 

■員数の記載や変更届出の明確化 

■記録の保存等に係る見直し 

■運営規程等の掲示に係る見直し 

■高齢者虐待防止の推進 

■地域区分 

改定事項 
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○新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価 

 

 

 

 

 

 

 

①災害への地域と連携した対応の強化 

 

 

②認知症に係る取組の情報公表の推進 

 
 

③認知症介護基礎研修の受講の義務づけ 

 

【厚生労働省告示第七十三条 附則（抜粋）】 

第一条 

この告示は、令和三年四月一日から施行する。 

（第二～十条略） 

第十二条 

令和三年九月三十日までの間は、（中略）地域密着型通所介護費のイ及びロ（中略）について、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する

単位数を算定する。 
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④訪問介護における通院等乗降介助の見直し 

 
 

⑤特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保 

 

 

⑥リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進 

 

 ※当該様式については、介護保険最新情報 vol.936（リハビリテーション・個別機能訓練、

栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示

について）に提示されています。 
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⑦通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実 

 

 

         新                    旧 
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※別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

(1)次に掲げるいずれにも適合すること。 

(一)指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型サービス費のイを算定していること。 

(二)第十九号の二イ(1)、(2)及び(4)に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(三)通所介護費等算定方法第五号の二に掲げる基準（定員超過利用及び人員基準欠如）のいずれにも該当しないこと。 

(2)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(一)指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型サービス費のロを算定していること。 

(二)第十九号の二イ(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(三)(1)(三)に掲げる基準に適合すること。 

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1)イ(1)(一)に該当するものであること。 

(2)第十九号の二ロ(1)又は(2)に掲げる基準のいずれかに適合すること。  

 

【参考：第十九号の二】 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1)利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報（当該利用者 

の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に 

提供していること。 

(2)利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態 

のある場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

(3)通所介護費等算定方法第一号、第二号、第六号、第十一号及び第二十号に規定する基準（定員超過利用及び人員基準欠如）のいずれにも該

当しないこと。 

(4)算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。 

 (一)栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄 

養改善サービスが終了した日の属する月であること。 

(二)当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日 

の属する月であること。 

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

(1)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(一)イ(1)及び(3)に掲げる基準に適合すること。 

(二)算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている 

間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。 

(三)算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービ 

スが終了した日の属する月ではないこと。 

(2)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(一)イ(2)及び(3)に掲げる基準に適合すること。 

(二)算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けて 

いる間又は当該栄養改善サービスが終了した日の属する月ではないこと。 

(三)算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービ 

スが終了した日の属する月であること。 



 

11 

 

         新                    旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。（第二十号の規定を準用。赤字は地域密着型通所に読み替えた後の内容。） 

イ 口腔機能向上加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1)言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置していること。  

(2)利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用 

者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。 

(3)利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービス（指定地域密着型サービス 

介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費の注 20 に規定する口腔機能向上サービスをいう。以下同じ。）を行っているとともに、利用者の 

口腔機能を定期的に記録していること。 

(4)利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

(5)通所介護費等算定方法第五号の二に規定する基準（定員超過利用及び人員基準欠如）のいずれにも該当しないこと。 

ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1)イ(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(2)利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その 

他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 
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⑧処遇改善加算の職場環境等要件の見直し 

 

 

⑨介護職員等特定処遇改善加算の見直し 

 
 

⑩サービス提供体制強化加算の見直し 
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           新                旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）の廃止 

 

 

 

 

 

  

※別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1)次のいずれかに適合すること。 

(一)指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。 

(二)指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。 

(2)通所介護費等算定方法第五号の二イ及びハに規定する基準（定員超過利用及び人員基準欠如）のいずれにも該当しないこと。  

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1)指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。 

(2)イ(2)に該当するものであること。 

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1)次のいずれかに適合すること。 

(一)指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。 

(二)指定地域密着型通所介護事業所を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であ 

ること。 

(2)イ(2)に該当するものであること。 
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（３）地域通所のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応 

※地域密着型通所介護は「イ」のみ適用。 

 

           新                旧 

 

  

①通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応 

②認知症専門ケア加算等の見直し 

③リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し 

④生活機能向上連携加算の見直し 

⑤通所介護における個別機能訓練加算の見直し 

⑥通所介護等の入浴介助加算の見直し 

⑦通所系サービス等における栄養ケア・マネジメントの充実 

⑧ADL維持等加算の見直し 

⑨同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化 

改定事項 
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②認知症専門ケア加算等の見直し 

 

 

③リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し 

 

 ※見直し後の様式については、介護保険最新情報 vol.936（リハビリテーション・個別機能

訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について）に提示されています。 
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④生活機能向上連携加算の見直し 

 

           新                旧 

 

 

 

 

 

 

 

  

※別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。 

(1)指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所（指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハ 

ビリテーション事業所をいう。以下同じ。）又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（医療法（昭和二十三年法第二百五号）第一条の 

二第二項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が二百床未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以 

内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この号において「理学療法士等」とい 

う。）の助言に基づき、当該指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所又は通所型サービス 

事業所（（通所型サービス（法第百十五条の四十五第一項第一号のロに規定する第一号通所事業のうち、地域における医療及び介護の総合的 

な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成二十六年法律第八十三号）第五条の規定による改正前の法第八条第七項に規 

定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。）の事業を行う事業所をいう。以下同じ。）の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体 

状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

(2)個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の 

心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。 

(3)(1)の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能 

訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。 

(1)指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、 

当該して通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所又は通所型サービス事業所を訪問し、当該 

事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

(2)個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の 

心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。 

(3)(1)の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能 

訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 
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⑤通所介護における個別機能訓練加算の見直し 

 

           新                旧 

 

 

 

  

※別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

イ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1)専ら機能訓練指導員に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師 

（はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する 

機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）（以下この号において「理学療法士等」とい 

う。）を一名以上配置していること。 

(2)機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、理学療法士等が計画的に機能訓練を行ってい 

ること。 

(3)個別機能訓練計画の作成及び実施においては、利用者の身体機能及び生活機能の向上に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備 

し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の選択に基づき、心身の状況に応じた機能訓 

練を適切に行っていること。 

(4)機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上で、個別機能訓練計画を作成すること。また、その後三 

月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者の居宅での生活状況をその都度確認するとともに、当該利用者又はその家族に 

対して、個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じで個別機能訓練計画の見直し等を行っていること。 

(5)通所介護費等算定方法第五号の二に規定する基準（定員超過利用及び人員基準欠如）のいずれにも該当しないこと。 

ロ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1)イ(1)で配置された理学療法士等に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を指定地域密着型通所介護を行う時間帯を 

通じて一名以上配置していること。 

(2)イ(2)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ハ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1)イ(1)から(5)まで又はロ(1)及び(2)に掲げる基準に適合すること。 

(2)利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切か 

つ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 
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⑥通所介護等の入浴介助加算の見直し 

 

           新                旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

※別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

イ 入浴介助加算(Ⅰ) 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。 

ロ 入浴介助加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。 

(1)イに掲げる基準に適合すること。 

(2)医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員その他の職種の者（以下この号において「医師等」という。）が利用者の居宅を 

訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。当該訪問において、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又はそ 

の家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にあると認められる場合は、訪問した医師等が、指定居宅介護支援事業所（指定居宅介護支 

援等の事業の人員及び運営に関する基準第二条に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。）の介護支援専門員又は指定福祉用 

具貸与事業所（指定居宅サービス等基準第百九十四条第一項に規定する指定福祉用具販売事業所をいう。）若しくは指定特定福祉用具販売 

事業所（指定居宅サービス等基準第二百八条第一項に規定する指定特定福祉用具販売事業所をいう。）の福祉用具専門相談員（介護保険法 

施行令（平成十年政令第四百十二号）第四条第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。）と連携し、福祉用具の貸与若しくは購 

入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。 

(3)当該指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。）、指定地域密着 

型通所介護事業所（指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。以下同じ。）、指定認 

知症対応型通所介護事業所又は指定介護予防認知症対応型通所介護事業所（指定地域密着型予防サービス基準第十三条に規定する指定 

介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。）の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下 

「機能訓練指導員等」という。）が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等との連携の下で、当該利用者の身体の状況、訪問により把握した当 

該居宅の浴室の環境等を踏まえて個別の入浴計画を作成すること。 

(4)(3)の入浴計画に基づき、個浴(個別の入浴をいう。以下同じ。)その他の利用者の居宅の状況に近い環境で、入浴介助を行うこと。 
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⑦通所系サービス等における栄養ケア・マネジメントの充実 

        新                旧 

 

 

 

 

 

  

※別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

通所介護費等算定方法第一号、第二号、第五号のニ、第六号、第十一号、第十六号及び第二十号に規定する基準（定員超過利用及び人員基

準欠如）のいずれにも該当しないこと。 



 

20 

 

⑧ADL 維持等加算の見直し 
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           新                旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化 

 

 

  

※別に厚生労働大臣が定める期間は次のとおり。 

 ADL維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して一二月までの期間 

 

※別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

イ ADL 維持等加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1)評価対象者（当該事業所又は当該施設の利用期間（(2)において「評価対象利用期間」という。）が六月を超える者をいう。以下この号において同 

じ。）の総数が十人以上であること。 

(2)評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月（以下「評価対象利用開始月」という。）と、当該月の翌月から起算して六月目（六月目に 

サービスの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の月）においてＡＤＬを評価し、その評価に基づく値（以下「ＡＤＬ値」と 

いう。）を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。 

(3)評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して六月目の月に測定したＡＤＬ値から評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して 

得た値を用いて一定の基準に基づき算定した値（以下「ＡＤＬ利得」という。）の平均値が一以上であること。 

ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1)イ(1)及び(2)の基準に適合するものであること。 

(2)評価対象者のＡＤＬ利得の平均値が二以上であること。 
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（４）療養通所のみ 

 

 

 

 

 

 

①療養通所介護の利用者の状態確認における ICTの活用 

 

 

 

②サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保 

 

  

①療養通所介護の利用者の状態確認におけるICTの活用 

②サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保 

③療養通所介護の報酬体系の見直し 

改定事項 
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③療養通所介護の報酬体系の見直し 
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７ 参考資料 

※高松市通知「地域密着型通所介護への移行に係るＱ＆Ａ（H28.2.16）」「同 Vol.２（H28.3.28）」より抜粋 

 

問２ 利用定員の定義を教えてください。 

 

（答） 同時に通所介護の提供を受けることができる利用者の上限を指し、実際に届けられ

ている事業所の利用定員で判断します。介護報酬上の規模区分（小規模型通所介護、

通常規模型通所介護等）は、関係ありません。 

（例１）複数単位を同時に実施している場合 

 

（例２）提供日ごとに定員が異なる場合 

 

 

問１３ 要支援の認定で、介護予防通所介護相当サービス等を利用している市外被保険者

が、要介護に区分が変更となった場合、引き続き地域密着型通所介護の利用は可能で

すか。 

 

（答） 市外被保険者が、区分変更により要介護となった場合、地域密着型通所介護の利用

はできません。利用者及び利用者の家族への、事前の説明をお願いいたします。また、

他事業所において継続的にサービスを受けることができるよう、居宅介護支援事業

所と連携し、適切な対応をお願いいたします。 
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問１５ 市外被保険者は受入れできないのでしょうか。 

 

（答） 原則、市外被保険者の受入れはできません。やむを得ない正当な理由がある場合は、

市外被保険者の利用について、同意する可能性があります。その場合は事前に相談を

お願いします。 

 

 

問１６ 高松市の被保険者が、他市町村の地域密着型通所介護の利用を希望する場合、利用

は可能ですか。 

 

（答） 原則、利用できません。地域密着型サービスは、原則として事業所所在地の被保険

者が利用できるものであることから、高松市としては、当該利用者が他市町村の地域

密着型通所介護を利用しなければならないやむを得ない理由がある場合を除き、他

市町村の事業所の指定を行いません。 

 

  

(vol.2)問１（改：介護予防通所介護を介護予防通所介護相当サービスに読み替え。） 地域密着型通所介護と

介護予防通所介護相当サービスの指定を受けている場合、変更届や体制届はどの

様式を使えば良いですか。 

 

（答） 以下のとおりです。 

提出書類 

【変更届】 

○地域密着型通所介護 様式第４３号、必要な添付書類 

    ○介護予防通所介護相当サービス 様式第５号、必要な添付書類 

     

    【体制届】 

○地域密着型通所介護 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（地域密着型サービス）、介護給付費算定に係る

体制等状況一覧表（地域密着型サービス）、必要な添付書類 

    ○介護予防通所介護相当サービス 

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書（指定事業者）、介護予

防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表（保険者独自サービス）、必要な添

付書類 
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※上記のとおり、両サービスで別々に鑑を作成する必要があります。なお両サービスの届出を

同時に提出する場合、重複する添付書類は一方への添付を省略できるものとします。 

 

様式掲載場所（高松市 HP） 

【変更届】 

○地域密着型通所介護 

「介護保険サービス事業者の皆様へ」→「変更届・再開届・休止届・廃止届についてはこちら」

→地域密着型サービス 

    ○介護予防通所介護相当サービス 

「介護保険サービス事業者の皆様へ」→「高松市介護予防・日常生活支援総合事業事業者の皆

様へ」→「変更届・休止届・廃止届・再開届についてはこちら」 

 

    【体制届】 

○地域密着型通所介護 

「介護保険サービス事業者の皆様へ」→「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書につい

てはこちら」→「《届出書等の様式はこちら（地域密着型サービス）》」→介護給付費算定に係る

体制等に関する届出関係 

    ○介護予防通所介護相当サービス 

「介護保険サービス事業者の皆様へ」→「高松市介護予防・日常生活支援総合事業事業者の皆

様へ」→「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について」≪様式

はこちら≫→体制等に関する届出関係 

 

 

(vol.2)問３ 住所地特例により市外の被保険者となっている方は、どのような取扱いにな

りますか。 

 

（答） 地域密着型通所介護は特定地域密着型サービスとなることから、高松市に住民登録

があり住所地特例により市外の被保険者となっている方については、高松市内の地

域密着型通所介護事業所を利用することができます。 

 

 


